
令和５年５月18日現在

Q A 掲載日

　事業区分①について，鹿児島市と霧島市で開
催する場合は対象外か。

　「文化芸術に触れる機会の少ない地域におい
て，文化芸術の鑑賞機会を提供する取組」は，人
口10万人未満の市町村で実施されるものに限ら
れるため，対象外となります。
　なお，「子どもたちの文化芸術活動や鑑賞機会
の充実に向けた取組」については，県内で実施さ
れるものであれば市町村の人口規模を問わず対
象となります。
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　事業区分③について，地元市町村の連携が必
要とあるが，後援で足りるか。

　「後援」を除外するものではありませんが，選考
の際には，審査基準に記載のとおり，当該事業
について，集客効果が見込まれるか，観光やま
ちづくりのなど地域の活性化に資するか，今後の
活動の継続・発展が期待できるかという点も大事
なポイントとなりますのでご留意ください。 ５/12

　事業区分①の「子どもたちの文化芸術活動や
鑑賞機会の充実にむけた取組」の「子ども」とは，
具体的に何歳～何歳までをさすのか。

　
　ここでの「子ども」は，乳幼児から高校生（０歳
～１8歳）を指します。
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　事業区分⑤について，県内在住の40歳未満で
あることとあるが，いつ時点で40歳未満と考えれ
ば良いか。

　令和５年４月１日時点で40歳未満であれば応募
可能（昭和58年４月２日以降生まれの方が対象）
です。
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　「県税に未納がないことの証明」として提出する
書類はどのようなものか。また，どこで入手可能
か。

　提出する書類は「県税について未納がないこと
の証明」です。
　最寄りの地域振興局・支庁の県税担当課で入
手可能です。
　
　（参考）県HP／県税の納税証明書について
　https://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-
kankyo/zei/info/nouzeisyoumei.html

　※任意団体は団体代表者のものを提出してく
ださい。
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　団体構成員の旅費は対象となるか。 　事業（本番）に係る旅費は，団体構成員分も対
象となる。
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